
吸収合併に係る事前開示事項 

 

2025 年 8 月 14 日 

 

東京都港区虎ノ門２-３-17 

（吸収合併存続会社）株式会社ウィルズ 

代表取締役社長 杉本 光生 

 

当社（以下「甲」という）は、吸収合併存続会社として、株式会社ネットマイル（東京都

港区虎ノ門三丁目 7 番 2 号、以下「乙」という）を吸収合併（以下「本合併」という）する

ことにいたしました。つきましては、本合併における会社法第 794 条第１項に定める事前

開示事項は次のとおりとなります。 

 

1. 吸収合併契約の内容 

別紙１のとおり、2025 年 8 月 14 日付で合併契約書を締結いたしました。 

 

2. 合併対価の定めの相当性に関する事項 

甲及び乙は、完全親子会社の関係にあるため、合併比率の取り決めもなく、本合併に際

して対価の交付は行いません。 

 

3. 合併消滅会社（乙）の新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項 

乙は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

4. 合併消滅会社（乙）の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

乙の最終事業年度に係る計算書類等は別紙２のとおりです。 

 

5. 合併消滅会社（乙）の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の 

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

6. 合併存続会社（甲）の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務 

の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

7. 合併が効力を生ずる日以後における合併存続会社（甲）の債務（会社法第 799 条第１



項の規定により合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務

に限る。）の履行の見込みに関する事項 

本合併効力発生後の甲の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。 

また、本合併後の甲の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支 

障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。したがって、本合併後に 

おける甲の債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。 

 

以上 



合併契約書 

株式会社ウィルズ（以下「甲」という）及び株式会社ネットマイル（以下「乙」という）は、両社の合併

（以下「本合併」という。）に関して次の通り合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（合併の方法） 

甲および乙は合併して、甲は存続し、乙は解散する。 

 

第２条（商号及び住所） 

本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、以下の通りである。 

① 吸収合併存続会社（甲） 

商号 株式会社ウィルズ 

住所 東京都港区虎ノ門２丁目３番１７号虎ノ門２丁目タワー 

② 吸収合併消滅会社（乙） 

商号 株式会社ネットマイル 

住所 京都港区虎ノ門三丁目７番２号虎ノ門３７２ビル３階 

 

第３条（合併に際して発行する株式） 

 本合併に伴い、甲は新株式の発行又は新株予約権の発行、新株予約権付転換社債の交付を行わず、又は

甲は乙に対して金銭等の交付は行わない。 

 

第４条（増加すべき資本金及び準備金等） 

甲が合併により増加する資本金等の取扱いは、次のとおりとする。ただし、効力発生日前における乙の

資産及び負債の状態により、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。 

① 増加する資本金の額 金 0円 

② 増加する資本準備金の額 金 0円 

③ 増加するその他資本剰余金の額の会社計算規則27条の株主資本等変動額から上記及び②の額を減

じて得た額 

  

第５条（効力発生日） 

  本合併の効力発生日は、2026年１月１日とする。ただし、本合併の手続進行上の必要性その他の事由に

より、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。 

 

第６条（権利義務の承継） 

本合併により、甲は、乙の有する一切の資産、負債、契約上の地位その他の権利義務を、合併の効力発

生日において当然に承継するものとする。なお、乙が締結した契約において、契約当事者の変更に関する

制限がある場合であっても、甲は乙の契約上の地位を承継し、当該契約の履行義務を引き継ぐものとす

る。 



第７条（会社財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後、本合併の効力発生日に至るまで、それぞれ善良なる管理者の注意をもって

その業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為について

は、あらかじめ甲乙協議し合意のうえ、これを行うものとする。 

 

第８条（従業員の処遇） 

甲は、効力発生日において、乙の従業員を引継ぐものとし、従業員に関する取扱いについては、別に甲

乙協議のうえ、これを定める。 

 

 第９条（本契約の変更及び解除） 

本契約締結後、本合併の効力発生日に至るまでの間において、甲又は乙の財産状態若しくは経営状態に

重大な変動が生じた場合、本合併の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本

契約の目的の達成が困難となった場合には、甲乙協議のうえ、本契約を変更し、又は解除することができ

る。 

 

第１０条（有効期限） 

甲及び乙は、本契約締結後、本合併の効力発生日に至るまでの間において、天災地変、経済的激変その

他の不可抗力事由により、甲又は乙の資産状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ、合併条件

を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第１１条（秘密保持義務） 

甲又は乙が互いに相手に対して本合併準備のために差し入れた秘密情報は、本契約書締結後も効力発生

日まで有効であることを確認する。 

 

第１２条（協議事項） 

本契約書に定める事項のほか、合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議のうえ定め

る。 

 

本契約成立の証として、本書を２通又は本書の電磁的記録を作成し、甲乙記名押印若しくは署名又は電子署

名のうえ、各自保有する 

 

2025年８月14日                     甲：東京都港区虎ノ門二丁目３番１７号 

                              株式会社ウィルズ 

                              代表取締役社長 杉本光生 

 

乙：東京都港区三丁目７番２号 

                              株式会社ネットマイル 

                              代表取締役社長 畑野仁一 












